
今年 12月２日から
現行の保険証は

発行されなくなります
※お手元の保険証は、保険証に記載されている有効期限までご利用いただけます

⚠

マイナンバーカードを
医療機関等を受診の際は

ご利⽤ください

とっても
カンタン！

利用いただけ
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 過去のお薬情報や健康診断の結果を⾒られるようになるため、⾝
体の状態や他の病気を推測して治療に役⽴てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

➊より良い医療を受けることができる

 限度額適⽤認定証等がなくても、⾼額療養費制度における限度額
を超える⽀払が免除されます。

❷⼿続きなしで⾼額医療の限度額を超える⽀払を免除

 引越しや就職・転職の後もお⼿元のマイナンバーカードをそのま
ま保険証として使⽤できます。
※新しい保険者への加⼊⼿続きは必要です。

❸健康保険が変更になった場合もそのまま使⽤できます

マイナンバーカードを健康保険証として利⽤するため
の登録がまだの⽅は、以下２つの準備をお願いします。！

 今年 12 ⽉２⽇以降、保険証利⽤登録がされたマイナンバーカー
ドを保有していない⽅には、発⾏済み保険証の有効期限が切れる
前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続
き、医療を受けることができます。
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